
枚方市条例第 ８ 号 

 

   枚方市児童福祉施設等条例の一部を改正する条例 

 

 枚方市児童福祉施設等条例（昭和44年枚方市条例第24号）の一部を次のように改正する。 

 別表保育所の部枚方市立渚西保育所の項を削る。 

 

   附 則［令和4年3月11日公布］ 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 


